
法
門
の
前
後
で
回
数
そ
の
も
の
に
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
前
と
謁
す
る
機
会
は
増
え
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
御
前
法
門
は
大
成
功
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
宝
永
四
年
十
一
月
二
十
三
日
富
士
山
が
噴
火
し
た
と
き
も
、
真
っ
先
に
し
た
こ
と
は
護

持
院
に
千
手
法
を
修
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（『
常
実
記
』）。
ま
た
、
生
涯
生
類
憐
愍
令
を
保
ち
続
け
、
庶
民

を
苦
し
め
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
頭
で
は
理
解
さ
せ
て
も
行
動
を
伴
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
最

後
も
東
叡
山
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（『
文
昭
院
殿
御
実
記
』
以
下
『
文
実
記
』）。

第
四
項
　
家
宣
と
祐
天

宝
永
四
年
、
次
の
将
軍
家
宣
の
子
で
あ
る
家
千
代
が
七
月
六
日
に
生
ま
れ
た
が
、
九
月
二
十
八
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
（『
常
実
記
』）。
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
子
で
あ
っ
た
が
知
幻
院
殿
と
諡
さ
れ
、
伝
通
院
に
葬
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（『
常
実
記
』）。
祐
天
が
導
師
を
勤
め
た
（『
略
記
』）。
こ
の
と
き
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
白
綸
子
葵
御
紋
附
打
敷
」
は
祐
天
に
贈
ら
れ
、
そ
れ
が
神
奈
川
県
良
忠
寺
復
興
〔
正
徳
二
年
五
月
祐
天
に
よ

り
知
恩
院
直
末
に
加
え
ら
れ
た
と
言
う
。『
良
忠
寺
誌
』（
昭
和
四
十
六
年
、
八
頁
）〕
の
際
に
贈
ら
れ
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
祐
天
は
た
と
え
将
軍
家
よ
り
の
拝
領
物
で
あ
っ
て
も
自
分
の
手
元
に
置
く
こ
と
は
な
く
、
念

仏
弘
通
の
た
め
必
要
と
考
え
ら
れ
れ
ば
寄
付
を
す
る
な
ど
、
私
利
私
欲
の
な
い
人
柄
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
家
宣
二
男
大
五
郎
も
同
年
十
二
月
二
十
二
日
生
ま
れ
た
（『
常
実
記
』）
が
、
宝
永
七
年
八
月
十
三
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日
に
逝
去
し
（『
文
実
記
』）、
祐
天
が
導
師
を
勤
め
て
い
る
（『
略
記
』）。

『
実
録
』
に
よ
る
と
先
亡
の
二
子
さ
え
も
伝
通
院
に
改
葬
し
た
と
出
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
『
略
記
下
書
』

に
書
き
足
さ
れ
る
形
で
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、『
実
録
下
書
』
附
に
は
、
清
寿
院
と
清
閑
院
と
あ
り
、『
実

録
清
書
』
附
に
は
、
清
寿
院
と
清
花
院
と
出
る
。

残
念
な
が
ら
「
伝
通
院
志
」（『
浄
全
』
十
九
、
七
一
九
頁
）
や
『
奠
香
録
』
に
よ
る
と
清
寿
院
は
延
宝
四

年
十
月
天
徳
寺
よ
り
改
葬
さ
れ
、
ま
た
清
華
院
は
延
宝
三
年
伝
通
院
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
二
子
は
い
ず
れ
も
綱
重
の
子
供
で
家
宣
の
兄
弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
家
宣
の
信
仰
に
よ

っ
て
改
葬
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
家
宣
の
兄
弟
の
眠
る
伝
通
院
に
自
分
の
早
世
し
た
子
供
を
葬
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
当
時
住
職
を
し
て
い
た
祐
天
と
の
深
い
接
点
が
見
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

宝
永
六
年
正
月
十
日
綱
吉
薨
去
し
（『
常
実
記
』）、
五
月
一
日
家
宣
が
正
式
に
将
軍
と
な
る
（『
文
実
記
』）。

家
宣
は
生
類
憐
愍
令
を
廃
し
（『
文
実
記
』
同
年
正
月
二
十
日
）、
護
持
院
の
住
職
を
交
替
さ
せ
、
隠
居
隆
光

に
「
み
だ
り
に
徘
徊
な
す
べ
か
ら
ず
」
と
申
し
渡
す
（『
文
実
記
』
同
年
八
月
四
日
）
な
ど
、
城
内
外
の
改
革

を
す
ぐ
さ
ま
開
始
し
た
。
大
奥
も
綱
吉
夫
人
以
下
綱
吉
に
仕
え
て
い
た
者
皆
落
飾
（『
文
実
記
』
同
年
正
月
十

八
日
）
し
た
。

家
宣
の
代
と
な
り
、
最
初
に
祐
天
が
饗
応
を
受
け
る
の
は
宝
永
七
年
二
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

実
は
こ
の
十
二
日
増
上
寺
門
周
は
老
衰
を
理
由
に
辞
職
を
申
し
出
て
い
た
が
慰
留
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。





こ
の
と
き
は
猿
楽
を
「
増
上
寺
大
僧
正
門
周
。
伝
通
院
祐
天
は
じ
め
。
寺
中
の
と
も
が
ら
皆
見
る
こ
と
許
さ

れ
饗
を
給
」
わ
っ
た
。
回
数
は
減
る
が
、
同
年
九
月
二
十
五
日
（
奥
・
申
楽
）
・
宝
永
八
年
（
正
徳
元
年
）

四
月
十
八
日
（
奥
・
猿
楽
）
と
城
内
に
呼
ば
れ
て
い
る
（
以
上
『
文
実
記
』）。

ま
た
、
宝
永
六
年
か
ら
門
周
と
祐
天
は
歳
暮
の
品
を
持
っ
て
登
城
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
新
し
い
習

慣
で
あ
る
（『
文
実
記
』）。

正
徳
元
年
十
二
月
五
日
、
増
上
寺
門
周
よ
り
の
隠
退
の
願
い
が
許
さ
れ
、
翌
六
日
祐
天
は
増
上
寺
住
職
を

命
ぜ
ら
れ
即
日
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（『
文
実
記
』）。『
文
実
記
』
で
は
門
周
の
隠
退
の
真
相
は

わ
か
ら
な
い
が
、「
縁
山
志
」
十
（『
浄
全
』
十
九
、
四
九
六
頁
）
の
第
三
十
五
世
門
周
の
伝
に
よ
る
と
、
幕

府
よ
り
「
一
代
六
度
の
出
火
三
国
に
前
代
未
聞
」
と
言
い
隠
退
願
い
を
催
促
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

表
面
的
に
は
、
家
宣
と
祐
天
は
饗
応
の
席
上
、
な
ら
び
に
子
供
の
葬
儀
な
ど
で
し
か
会
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
祐
天
が
増
上
寺
住
職
に
上
任
し
た
だ
け
で
な
く
即
日
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
、
家
宣
の
隠
れ

た
祐
天
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
増
上
寺
住
職
の
大
僧
正
は
了
也
か
ら
始
ま
り
、
即

席
大
僧
正
の
任
官
は
祐
天
よ
り
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
（『
実
録
清
書
』
附
）。

祐
天
七
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
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